
（平成２１年１１月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 20 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 15 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 25 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 16 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 1805 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年２月及び同年３月 

私の年金記録のうち、Ａ共済組合に加入（平成 10 年４月）以前の 10

年２月及び同年３月の２か月分が未納と記録されているが、その期間の

国民年金保険料は、同年４月以降にＢ市民センターでの年金の臨時相談

窓口に現金を持参し、２か月分を間違いなく納付したので、記録の訂正

をしてもらいたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付について、Ｂ市民センター

の臨時年金相談会場に現金を持参したなど、納付状況について具体的に申

述している上、Ｃ市役所の回答から、申立期間におけるＢ市民センターで

の臨時年金相談会の開催が裏付けられている。 

   また、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間について保険料を

すべて納付し、申立期間は２か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1806 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年２月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 11月 

         ② 昭和 47年２月 

    私は、昭和 46年 11月末に会社勤めを辞める際、国民年金に加入するよう

勧められ、同年 12 月初めごろＡ市役所で夫婦二人の国民年金加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料は、夫婦二人分を一緒に市役所で納付したの

に未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、申立人の所持する国民年金手帳の記載から、国民年

金手帳記号番号は昭和46年12月６日に払い出されたことが確認できることか

ら、申立期間②の国民年金保険料納付に特段の困難性はない。 

   また、申立期間②は１か月と短期間であり、直前の保険料は納付済みとなっ

ていることから、申立人が申立期間②の保険料についても納付していたものと

考えるのが自然である。 

   一方、申立期間①については、社会保険庁の被保険者台帳により、平成５年

８月に国民年金の資格取得日が昭和 46年 12月１日から同年 11月 30日に変更

されたことが確認でき、国民年金の加入手続の時点において申立期間①は国民

年金には未加入であったことが推認できることから、申立期間①は保険料を納

付することができなかった期間である。 

   また、申立人が申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和

47年２月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 1807 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62年６月から 63年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年６月から 63 年３月まで 

    申立期間当時、Ａ市の女性職員が毎月自宅に国民年金保険料の集金に

来ていて、妻が保険料を集金人に納付していた。60 歳になる前に申立期

間が不自然な形で空白となっているので、市役所に何回か行き訂正を求

めたが、領収書が無いと「ダメ」と言われた。未納とされているのは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時女性の集金人が自宅に来て、妻が国民年金保険

料を納付したと申述しているところ、Ａ市の集金人制度は昭和 63 年ごろま

で存続しており、申立人が居住していた区域では女性の専任徴収員が保険

料を集金していたことが確認でき、申立期間は 10 か月と短期間である上、

申立期間前後の保険料は納付済みとなっていることから、申立人が申立期

間の保険料について集金人に納付していたものと考えるのが自然である。 

   また、申立人が所持する昭和 62 年分及び 63 年分の確定申告書からは、

申立人の経済的事情に特段変化は見受けられず、同申告書の社会保険料控

除欄に申立期間の保険料に相当する金額が記載されていることからも、申

立内容には信憑性
しんぴょうせい

が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1808    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から同年６月までの期間及び 46 年４月から 47

年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 45 年４月から同年６月まで 

         ② 昭和 46 年４月から 47 年７月まで 

    私は、昭和 44 年４月に厚生年金保険を脱退後、直ちに国民年金に加入

し、再度厚生年金保険に加入するまで国民年金保険料をすべて納付して

いたのに、申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年５月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失して

すぐに国民年金に加入したと主張しているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は、その払出簿により、同年８月に払い出されていることが確認

できる。また、申立期間①の前の期間並びに申立期間①及び②に挟まれた

期間は納付済みである上、申立期間①は３か月、申立期間②は 16 か月で合

計しても 19 か月と比較的短期間であることから、申立期間①及び②は納付

されたものと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間①は、年度内の一部期間が未納となっていることから、

特殊台帳を保存する対象となるが、社会保険事務所において申立人の特殊

台帳が保管されておらず、行政側の記録管理に不備が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1809 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成５年７月から同年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年７月から５年９月まで 

平成７年８月にＡ市役所の集金担当者から「未納期間に気付いてから

２年間は納付できる。」と将来の年金額を増やすために申立期間の国民年

金保険料の納付を勧められたので、同市役所Ｂ出張所に行き、自分と夫

の分の申立期間の納付書を発行してもらった。保険料は毎月の集金とは

別に、金融機関で毎月納付してきたので、申立期間について未納とされ

ていることは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成５年７月から同年９月までの期間については、申

立人が集金担当者から未納期間の国民年金保険料の納付を勧められた７年

８月の時点で過年度納付が可能である上、社会保険庁のオンライン記録に

より、申立人の夫は、当該期間を含む５年７月から６年３月までの期間に

ついて過年度納付していることが確認できることから、申立人も当該期間

の保険料を夫と共に過年度納付したものと考えるのが自然である。 

一方、申立期間のうち、平成３年７月から５年６月までの期間について

は、申立人は、集金担当者から未納期間に気付いてから２年間は納付でき

ると聞いたと主張しているが、未納期間の納付については、納付しようと

した時点から２年を超える期間は、時効により、さかのぼって納付するこ

とはできない上、申立人の夫も当該期間は未納であり、ほかに当該期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成５年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1280 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から６年３月 31 日まで 

    申立期間の標準報酬月額が 53 万円から８万円に引き下げられている

ことに納得できない。標準報酬月額を正しい額に戻してもらいたい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成６年３月 31 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の同年４月６日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、４年４月から６

年２月までの期間について 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されている

ことが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべ

き合理的理由は見当たらない。 

   また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、役員ではなかったこと

が確認できる上、申立人の妻は申立人について、「当該事業所ではＢ（職

種）を担当する従業員であった。」と説明しており、元同僚及び元顧問社

会保険労務士は、「社会保険関係の手続を行っていたのは、社長、顧問社

会保険労務士及び経理担当だった。」と供述していることから、申立人は、

当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、53 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ作業所における資格取得日は昭和19年10月24日、資格喪

失日は20年10月１日であると認められることから、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については90円とすることが妥当である。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月 24 日から 20 年 10 月１日まで 

    私は、徴用令により昭和 19 年 10 月からＡ社Ｂ作業所でＣ（職種）と

して働いた。20 年５月 16 日に事故で足指を負傷し、同年 10 月にＤ

（地名）に帰った。申立期間について厚生年金保険に加入していたと

思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立人と同様に徴用され一緒に働いたとして氏名を挙げた元同

僚は、Ａ社において昭和 19 年 11 月１日から 20 年９月５日までの厚生年

金保険記録が確認できる上、申立人が所持する手帳に、同年５月 16 日に

Ａ社Ｂ作業所において事故で足の指を負傷した旨が記されていることから、

申立人が申立期間当時、当該事業所で勤務していたことが推認できる。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の申立期間において申立人の氏名は無いが、昭和 20 年 11 月７

日にＥ（地方公共団体）庁舎の火災により、Ｅ（地方公共団体）が保管し

ていた被保険者名簿のほとんどが焼失し、復元された当該事業所の被保険

者名簿には多数の欠番が存在する上、記号番号払出簿にも氏名欄が空欄の

記録が多数確認できることから、申立人の記録が欠落した可能性が考えら

れる。 

さらに、申立人は、Ｆ事業所に勤務していたときに徴用され（資格喪失

日：昭和 19 年 10 月 24 日）、20 年 10 月にＤ（地名）の実家に帰ったと



                      

  

供述している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 19 年 10 月 24

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、20 年 10 月１日に資格喪失し

た旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間における標準報酬月額は、申立期間において同様の仕事

を行っていた元同僚の記録から、90 円とすることが妥当である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案1282 

 

第１ 委員会の結論  

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を平成３年７月から同年９月までは 50 万円、同年 10 月から５年９月

までは 53 万円、同年 10 月から６年８月までは 50 万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から６年９月30日まで 

    社会保険事務所から説明を受け、Ａ社における申立期間の私の標準報

酬月額が著しく下げられていることを知ったが、そのように下げられる

覚えは無く、標準報酬月額の記録を元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成６年 10 月 13 日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その２週

間後の同年 10 月 27 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が３年７月か

ら同年９月までの期間については 50 万円から、同年 10 月から５年９月ま

での期間については 53 万円から、同年 10 月から６年８月までの期間につ

いては 50 万円から、それぞれ８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確

認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合理的

理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により申立期間当時取締役であ

ったことが確認できるが、申立期間において雇用保険に加入している上、

当該事業所の元事業主及び元取締役は、「申立人はずっとＢ部門におり、

社会保険関係の事務にかかわることはなかった。」と供述していることか

ら、申立人は当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保



                      

  

険事務所に当初届け出たとおり、平成３年７月から同年９月までは 50 万

円、同年 10 月から５年９月までは 53 万円、同年 10 月から６年８月まで

は 50 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案1283 

 

第１ 委員会の結論  

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を 41 万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年11月16日から６年４月30日まで 

    Ａ社における私の標準報酬月額が平成５年11月から６年３月までの間、

さかのぼって８万円に引き下げられていることに納得できない。申立期

間は、40万円の報酬を得ていたので標準報酬月額を正しい記録に戻して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成６年４月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌

月の同年５月 13 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が５年 11 月か

ら６年３月までの期間について 41 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されて

いることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を

行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、申立期間において雇用保険に加入し、Ａ社の閉鎖登

記簿謄本により、役員ではなかったことが確認できる上、申立人は、

「私は、当該事業所において、顧問、相談役であった。入社と同時にＢ

（外国）に渡り業務獲得に従事した。しかし、Ｂ（外国）に勤務してい

た間に会社は適用事業所でなくなった。」と供述していることから、申

立人は、当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していないと認められ

る。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なもの

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出たとおり、41 万円に訂正することが必要であ

る。



                      

  

千葉厚生年金 事案1284 

 

第１ 委員会の結論  

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を 47 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年８月１日から９年12月１日まで 

    私の年金記録について、社会保険事務所から標準報酬月額が下がって

いることを聞いた。私はこのような手続をしたことは無いので、標準報

酬月額の記録を元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成９年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約３か月後の 10

年２月 27 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が７年８月から９年 11

月までの期間について 47 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されてい

ることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行う

べき合理的理由は見当たらない。 

また、申立期間において申立人が雇用保険に加入していることが確認で

きる上、申立人は、「私は、Ｂ（部門）部長や店長の仕事をしていた。社

会保険の手続などはしたことが無い。」と供述しているところ、元同僚は、

「申立人は、店長をしており、主に現場をまとめる仕事をしていた。また、

社会保険の手続等の仕事をすることは無かった。」と供述していることか

ら、申立人は、当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していないと認め

られる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、47 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額の記録については、平成 11 年１月か

ら同年７月までは 59 万円、同年８月から 12 年９月までは 41 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 平成 11 年１月１日から 12 年 10 月６日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社を経営した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与か

ら控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違している

ことが分かったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ社は、平成 12 年 10 月６日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約２

か月後の同年 12 月５日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、11 年１

月から同年７月までの期間については 59 万円から、同年８月から 12 年９

月までの期間については 41 万円から、それぞれ 24 万円に遡及
そきゅう

して訂正さ

れていることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理

を行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、Ａ社の閉鎖事項全部証明書により、申立人は代表取締役であった

ことが確認できるが、上記遡及訂正処理は、当該事業所がＢ地方裁判所か

ら破産宣告を受けた平成 12 年 10 月 18 日から１か月以上後のことであり、

破産手続開始後は、当該事業所の財産の管理処分権は破産管財人に専属す

るものであることを踏まえると、申立人が代表取締役として当該遡及訂正

処理に関与していたと推認するまでには至らない。 

一方、社会保険庁のオンライン記録により、平成 12 年８月 29 日付けで

申立人の標準報酬月額が 11 年８月から 12 年９月までの期間について 59



                      

  

万円から 41 万円に遡及して訂正されていることが確認できる。 

しかし、当該遡及訂正が行われたのは、破産宣告前であり、申立人は代

表取締役である上、申立人は｢破産宣告前は、代表者印については私が管

理、保管していた。経理担当職員に管理権限は無く、また、顧問税理士に

社会保険関係の事務まで委託していない。｣と述べており、経理担当職員

も｢社会保険料の滞納を社長に報告した。｣と述べていることから、申立人

は当該遡及訂正処理を知り得る立場にあったものと推認される。 

これらを総合的に判断すると、平成 12 年 12 月５日付けの標準報酬月額

の記録訂正については有効なものとは認められず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、11 年１月から同年７月までは 59 万円、同年８月から

12 年９月までは 41 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成４年５月については、事業主が社会保険

事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であっ

たと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の記録を 41 万円

に訂正することが必要である。 

また、申立人のＡ社における資格喪失日は、平成５年１月 18 日である

と認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正し、４年６月から同年 12 月までの期間に係る標準報

酬月額の記録を 41 万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年１月から 62 年７月 23 日まで 

             ② 平成４年５月１日から同年６月 30 日まで 

             ③ 平成４年６月 30 日から６年６月まで 

申立期間①については、私は、昭和 60 年１月から 62 年７月まで、Ｂ

社に勤務し給与から厚生年金保険料を控除されていた。健康保険証を使

って歯科医を受診したことがあるので、被保険者期間と認めてもらいた

い。 

申立期間②については、Ａ社の被保険者期間における標準報酬月額が

遡及
そきゅう

して８万円に減額されていることは納得できないので、訂正前の標

準報酬月額に戻してもらいたい。 

申立期間③については、私はＡ社に平成６年６月まで勤務して保険料

を支払っていたので、その間を加入期間と認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が

休業を理由に厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成４年６月

30 日。以下「全喪日」という。）の約７か月後の５年２月８日付けで、

申立人の標準報酬月額の記録が４年５月について 41 万円から８万円に



                      

  

遡及して訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、

このような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人の供述及びＡ社の閉鎖事項全部証明書により、申立人

が取締役でなかったことが確認でき、同僚の回答からも、申立人が当該

手続に関与していたことをうかがわせる事情は認められない。 

これらを総合的に判断すると、申立期間②において標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 41 万円に訂

正することが必要である。 

 

  ２ 申立期間③については、申立人は、雇用保険の加入記録から平成５年

３月 17 日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、当該事業所の全喪日は、

平成５年１月 18 日付けで４年６月 30 日に遡及して処理されており、そ

れと同時に申立人を含む９人の４年 10 月の定時決定の記録が取り消さ

れている上、全喪日以降の異なる日付で被保険者資格を喪失した旨の記

録を全喪日にさかのぼって訂正されている者が 10 人存在しており、か

つ、当該訂正処理前の記録から、同日において、同社が適用事業所とし

ての要件を満たしていたと認められることから、同日を全喪日とする処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、全喪日に資格を喪

失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失に係る記録は有効

なものと認められないことから、申立人の資格喪失日は、当該処理が行

われた平成５年１月 18 日に訂正することが必要である。 

なお、平成４年６月から同年 12 月までの期間の標準報酬月額につい

ては、申立人のＡ社における申立期間②においての当初届け出た同年５

月の社会保険事務所の記録から 41 万円とすることが妥当である。 

一方、雇用保険の加入記録から、平成５年３月 17 日までの期間につ

いて申立人がＡ社に勤務していたことは推認できるものの、同年１月

18 日に全喪日にさかのぼって、同社は既に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当時の事業主の所在は不明であるため、申立期間

当時の厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③のうち、平成５

年１月 18 日から６年６月までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

  ３ 申立期間①については、申立人の申立内容及び同僚の証言から、申立

人がＢ社に勤務していたことはうかがえるものの、申立人の勤務期間を

特定することはできない。 

また、申立期間において当該事業所で厚生年金保険の加入期間のあ

る者に聴取したところ、入社後数か月から３年の間に厚生年金保険の資

格を取得していることが確認できるとともに、「会社がそのような取り

扱いをしていた。」又は「本人の希望を優先していた。」等と供述して

いる。 

さらに、申立期間当時の事業主は既に他界しているため、申立人の

勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1287 

 

第１ 委員会の結論 

      事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年４月１日から６年２月 28 日まで 

    社会保険庁の記録では、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が８

万円となっているが、誤りであると思うので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成６年２月 28 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌日

の同年３月１日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が４年４月から６年

１月までの期間について 53 万円から８万円に遡
そ

及
きゅう

して訂正されているこ

とが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき

合理的な理由は見当たらない。 

   また、事業主から提出された平成５年８月９日付けの標準報酬月額の算

定基礎届の写しにより、申立期間当時、申立人の標準報酬月額は 53 万円

と届けられていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、平成６年２月 15 日

付けで取締役を退任（同年２月 16 日登記）していることが確認できる上、

元事業主及び元同僚は、「申立人は営業担当であり、社会保険関係事務に

は関与していなかった。」と供述していることから、申立人は当該遡及訂

正に関与していないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、53 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案1288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成９年７月１日から10年６月30日までの

期間については、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期

間の標準報酬月額の記録を59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間  ： ① 平成９年７月１日から10年６月30日まで 

         ② 平成10年６月30日から同年７月１日まで 

申立期間①については、Ａ社における給与は月にだいたい75万円くら

いで、退職するまで私の給与は変更されていないのに、標準報酬月額だ

けが引き下げられているのは納得できない。また、私は平成10年６月30

日まで在籍しており、給与から同年６月分の厚生年金保険料を控除され

ているのに、同年６月が厚生年金保険の被保険者期間となっていないの

は納得できない。調査して私の年金記録を正しいものにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録では、申立人の

Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格の喪失日（平成10年６月30

日）は、同年７月８日に処理されているところ、その翌月の同年８月24

日付けで同処理をいったん取り消して、申立期間の標準報酬月額が59万

円から38万円に遡及
そきゅう

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、取締役であることが

確認できるが、元事業主は、「申立人は、Ｂ（地名）のＣ事業部でＤ

（職種）を担当しており、社会保険等の事務処理はＥ県の本社で担当し

ていた。」と証言している上、当該遡及訂正処理が行われた時点では、

当該事業所における厚生年金保険被保険者でなくなっていることから、

当該遡及訂正処理に関与していないと認められる。  

して訂正されていることが確認できるが、社会保険

事務所において、このような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なもの

とは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出たとおり、59万円に訂正することが必要で

ある。 

 

  ２ 一方、申立期間②については、雇用保険の加入記録により、申立人は

平成７年10月24日に当該事業所における雇用保険の被保険者資格を取得

し、10年６月29日に離職したことが確認でき、厚生年金保険の記録と符

合する。 

また、申立人が所持する平成７年11月から10年６月までの給与明細書

により、10年６月に59万円の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料が

控除されていることが確認できるが、厚生年金保険の保険料率が８年10

月に改定されているところ、改訂後の保険料率に基づく保険料控除は、

同年11月からとなっていることから、当該事業所は翌月控除であり、10

年６月分の給与明細書で確認できる保険料は、同年５月の保険料である

と推認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1289 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成３年１月 1 日から３年 12 月 31 日まで 

Ａ社に勤務していたときに、給与が下がったことは無かった。申立

期間の標準報酬月額が下がっていると社会保険事務所の職員から聞い

たが、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成３年 12 月 31 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約４

か月後の４年４月 28 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が３年１月

から同年 11 月までの期間について 53 万円から 36 万円に遡
そ

及
きゅう

して訂正さ

れていることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理

を行うべき合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、役員ではないこ

とが確認できる上、標準報酬月額の記録訂正が行われた平成４年４月 28

日時点においては、既に別の事業所に勤務していることが確認できること

から、当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、53 万円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1290 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を平成４年 11 月から５年９月までは 38 万円、同年 10 月から６年 10

月までは 41 万円と訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年 11 月１日から６年 11 月 30 日まで 

私の知らない間に申立期間に係る標準報酬月額が減額されていたので

元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所は、平成６年 11 月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その

約１か月後の７年１月９日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が４年

11 月から５年９月までの期間については 38 万円から、同年 10 月から６

年 10 月までの期間については 41 万円から、それぞれ９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、この

ような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、Ａ事業所の商業登記は確認できなかったが、元同僚は、「申立人

の兄が事業主としてＡ事業所での給与や社会保険の一切を管理しており、

申立人は、私たちと同様に店頭で一緒に働く従業員だった。」と証言して

いることから、申立人は、当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成４年 11 月から５年９月までは 38 万

円、同年 10 月から６年 10 月までは 41 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1291 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を 20 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成４年８月１日から５年 10 月 31 日まで 

社会保険事務所から説明を受け、Ａ社に勤めていた申立期間当時の

標準報酬月額が実際の給料と比べて、随分低い金額になっていること

を知った。納得がいかないので、本来の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成５年 10 月 31 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約２

か月後の６年１月 11 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が４年８月

から５年９月までの期間について 20 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正され

ていることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を

行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、役員ではなかったこと

が確認できる上、複数の元同僚が「申立人はＢ業務を担当する従業員であ

った。」と証言していることから、申立人は当該遡及訂正に関与していな

いと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、20 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1292 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、平成７年６月 20 日から８年７月 31 日までの

期間については、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間に

係る標準報酬月額の記録を 41 万円に訂正することが必要である。 

 また、申立期間のうち、平成８年７月 31 日から９年４月１日までの期

間については、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年４月１日である

と認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、当該期間に係る標準報酬月額については、平成８年７月は 41 万

円、同年８月から９年３月までは 59 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成７年６月 20 日から８年７月 31 日まで 

             ② 平成８年７月 31 日から９年６月 17 日まで 

    申立期間①については、私の平成７年６月から８年６月までの標準報

酬月額が実際の給与とは異なっているので、訂正前の金額に戻してほし

い。また、申立期間②については、８年７月 31 日以降もＡ社に継続し

て勤務していたので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社は、平成９年２月 26 日に解散を理由に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっているところ、社会保険庁のオン

ライン記録により、その約１か月後の同年３月 31 日付けで、申立人の

標準報酬月額の記録が７年６月から８年６月までの期間について 41 万

円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できるが、社

会保険事務所において、このような処理を行うべき合理的理由は見当た

らない。 

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、役員ではないことが



                      

  

確認できる上、複数の元同僚が「申立人は、営業部長であり、社会保険

の届出等には、関与していない。」と証言していることから、申立人は

当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なもの

とは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出たとおり、41 万円とすることが必要であ

る。 

 

２ 申立期間②については、雇用保険の加入記録により、申立人は、平成

７年６月 21 日から申立期間②を含めて９年６月 16 日までＡ社に勤務し

ていたことが確認できる。 

また、当該事業所は、平成９年２月 26 日に解散を理由に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録

により、その約１か月後の同年４月１日付けで、８年７月 31 日にさか

のぼって申立人の資格喪失処理が行われている上、同年８月の標準報酬

月額の改定が取り消されていることが確認できるが、社会保険事務所に

おいて、このような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

さらに、閉鎖登記簿謄本における役員の就任及び辞任の登記年月日か

ら、当該事業所が適用事業所でなくなった平成９年２月 26 日以降も会

社として存続していたことが推認できる上、申立人及び複数の元同僚は、

同日以降も当該事業所に業務等が変わることなく継続勤務していた旨証

言しており、当該事業所は、同日以降も適用事業所としての要件を満た

していたと認められることから、社会保険事務所が、同日に適用事業所

ではなくなったとする処理を行う合理的理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の資格喪失処理に係る記録は有

効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、社会保険事務所が申

立人の資格喪失の処理を行った平成９年４月１日であると認められる。 

また、申立人の平成８年７月から９年３月までの標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、８年７月は 41 万円、同

年８月から９年３月までは 59 万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間②のうち、平成９年４月 1 日から同年６月 17 日まで

については、雇用保険の加入記録により勤務は確認できるが、申立人は、

「社会保険労務士から、国民年金及び国民健康保険に切り替えるという

提案があった。」と述べている上、社会保険庁のオンライン記録により、

申立人の健康保険証が同年４月１日に返納されていることが確認できる

ことから、当該期間については、申立人が厚生年金保険の被保険者とし

て厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1293 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係るＡ社におけ

る標準報酬月額の記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年１月 31 日から同年 11 月８日まで 

    Ａ社における私の標準報酬月額の記録が、申立期間について 30 万円

から９万 2,000 円に、９年３月６日付けでさかのぼって訂正されている

のは納得できないので、元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成９年２月 28 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の同年３月６日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が８年１月から同年

10 月までの期間について 30 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されて

いることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行

うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、平成７年 12 月 15 日に

代表取締役に就任しているが、８年 11 月７日付けで代表取締役を退任

（同年 11 月８日登記）し、遡及訂正処理が行われた時点では別の者が代

表取締役に就任し、申立人は役員ではなかったことが確認できることから、

当該遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係るＡ社における標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、30 万円とすることが必要

である。 

なお、申立人の厚生年金記録には、申立期間中の平成８年４月１日から

同年９月 26 日まで、申立対象事業所とは別事業所（Ｂ社）における加入

記録があり、標準報酬月額は 41 万円となっている。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 1294 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 44 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成６年 11 月１日から７年６月 30 日まで 

私のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、44 万円であったので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成７年６月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約

半月後の同年７月 13 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が６年 11

月から７年５月までの期間について 44 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

し

て訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、この

ような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、申立人は役員ではないことが確

認できる上、複数の元同僚は、「申立人はＢ（職種）をしており、経理

及び社会保険関係の事務には関与していなかった。」と証言しているこ

とから、申立人は当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なもの

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出たとおり、44万円に訂正することが必要であ

る。 

 



千葉国民年金 事案 1810 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年４月から 49 年 11 月までの期間、53 年８月から同年

９月までの期間、54 年 11 月から同年 12 月までの期間及び 59 年 10 月の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年４月から 49 年 11 月まで 

         ② 昭和 53 年８月から同年９月まで 

         ③ 昭和 54 年 11 月から同年 12 月まで 

         ④ 昭和 59 年 10 月 

申立期間①の国民年金保険料は、母が昭和 46 年４月にＡ市役所の窓口

にて国民年金の加入手続を行い、定期的に母が納付しているはずであり、

申立期間②、③及び④の保険料は、妻が納付しているはずであり、未納

となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、社会保険庁の記録では、平成３年９月３日に申

立期間④の国民年金の資格記録が訂正されているため、申立期間④当時は

国民年金に未加入の期間であり、国民年金保険料を納付することができな

い期間である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 59 年 12 月の

時点では、申立期間①、②及び③は時効により保険料を納付できない期間

であり、Ａ市で別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

さらに、申立人自身は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納

付に関与していない上、加入手続及び申立期間①の保険料を納付していた

と主張する申立人の母は既に亡くなっているため、申立期間①当時の国民

年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である 

加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、



確定申告書等）も無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1811 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年 10 月から 57 年４月までの期間及び同年 12 月から 59

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年 10 月から 57 年４月まで 

         ② 昭和 57 年 12 月から 59 年３月まで 

申立期間①及び②の国民年金保険料は、昭和 53 年１月ごろにＡ市役所

の窓口にて国民年金の任意加入の手続を行い、定期的にＡ市又はＢ市の

郵便局で納付していたはずであり、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市からＢ市Ｃ（現在は、Ｂ市Ｄ区Ｅ）への国民年金の住所

変更手続を行った記憶が無いと申述しており、申立人が所持している再発

行の国民年金手帳の住所はＢ市Ｆ（現在は、Ｂ市Ｇ区Ｈ）である上、社会

保険事務所が保管する申立人の特殊台帳では、Ａ市からＢ市への住所変更

は昭和 54 年 12 月７日であるが、申立人の被保険者台帳の移管年月日が 59

年 12 月 25 日であり、その間のＢ市から社会保険事務所への住所変更の届

出がされていないことにより、申立期間当時、同市から申立人に納付書が

送付されず国民年金保険料を納付できなかった可能性がある。 

また、申立人は、申立期間当時の住所変更記録の記載がある国民年金手

帳は紛失しており、申立人の記憶以外に保険料を納付していたことを裏付

ける資料及び証言が無い上に、申立人の前夫は、婚姻期間中に申立人が国

民年金に任意加入していたことも、保険料を納付していたことも知らなか

ったと申述している。 

さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1812 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年７月から 51年３月までの期間及び 54年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年７月から 51 年３月まで 

         ② 昭和 54 年４月から同年６月まで 

    私の国民年金については、元妻が加入手続を行い、注意深く国民年金

保険料を納付してきたのに申立期間①及び②が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ社会保険

事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、昭和 51 年 11 月に

Ｂ市に払い出されていることが確認でき、その時点で申立期間のうち 49

年９月以前は時効により国民年金保険料を納付することができない期間で

ある。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、その元妻は、昭和 48 年７月に申立人が退職した後、速やかにＣ区役所

で国民年金の加入手続を行い、以降、夫婦二人分の保険料を一緒に納付し

たと申述しているが、申立期間①についてＤ社会保険事務所が保管する個

人別手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったところ、申立人の氏名は確認

することができず、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

形跡は見当たらなかった上、申立人の元妻の 48 年７月から 50 年３月まで

の期間の保険料は 50 年８月 31 日に過年度納付していることが提出された

領収書により確認でき、夫婦の保険料を 48 年当時から現年度保険料として

一緒に納付していたという申立人の元妻の申述とは相違している。 

   さらに、申立期間②については、申立人の元妻の納付記録は申立人と同



様に未納となっているところ、その元妻は、当該期間の保険料を納付して

いなかったかもしれないとしており、明言できないと申述している。 

   加えて、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



千葉国民年金 事案 1813 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年４月から 61 年３月まで 

    私は、昭和 55 年７月にＡ市に住所を移した際に国民年金の住所変更の

手続を行い、国民年金保険料をＢ銀行Ｃ出張所で納付してきた。申立期

間について督促状が送られてきたことも無く、未納と記録されているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立期間以前の保険料と同様に

銀行の出張所で納付したと主張するところ、申立期間の納付に関する記憶

は具体的では無く、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）も無く、納付状況は不明である。 

   また、申立期間の保険料の納付通知は、申立人がＡ市に転入した後の昭

和 55 年７月から 58 年３月までの保険料がＡ市で納付済みと記録されてい

ることから、Ａ市が保管する申立人の被保険者名簿の記録から適切に送付

されていたものと推認できる上、申立期間の 36 か月は短期間であるとは言

い難く、これだけの期間について金融機関を通じて保険料を納付していた

にもかかわらず、連続して行政側において納付実績が記録されなかったと

するのは不自然である。 

   このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1814 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から 47 年３月までの期間及び 52 年４月から 53

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年４月から 47 年３月まで 

         ② 昭和 52 年４月から 53 年３月まで 

    私は、申立期間①及び②当時は体調が悪く収入が無かったので、姉が

私の国民年金保険料をＡ区Ｂ郵便局で納付していた。保険料を納付して

いたのに未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間①及び②当時は体調が悪く収入が無かったので、姉

が私の国民年金保険料をＡ区Ｂ郵便局で納付していた。」と申述しているが、

申立人自身は保険料の納付に直接関与しておらず、保険料を納付していた

とされる申立人の姉は高齢のため当時の事情を聴取することができないこ

とから、申立期間①及び②当時の保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、申立期間①当時には、Ｃ区及びＤ県Ｅ市に居住してお

り、申立人の姉はＡ区に居住していたことが被保険者台帳等から確認でき、

申立人あての納付書が申立人の姉の住所に送付されることは考えられない

上、申立人の姉は申立期間①のうち昭和 45 年４月から 46 年４月までは国

民年金・厚生年金保険共に未加入であったことから、申立人の姉が申立人

の保険料のみ納付したと考えるのは不自然である。 

   さらに、申立期間①当時には、Ｅ市では銀行からの保険料の納付は可能

であったが、郵便局からの納付は取扱っていなかったことが確認でき、申

立内容には齟齬
そ ご

がみられる。 

   加えて、申立人の姉が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1815 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年１月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 24 年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年１月から 51 年３月まで 

    私の国民年金保険料は、私が 20 歳になったころに母が国民年金の加入

手続を行い、実家が自営業ということもあって自分の給与から保険料を

引いて両親が納付していた。また、結婚後の昭和 48 年５月からは、妻が

夫婦二人分の保険料を一緒にＡ信用金庫で納付していたはずで、申立期

間の保険料が未納とされているのは、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の加入時期及び国民

年金手帳記号番号払出簿から、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは

昭和 51 年９月ごろと推認でき、申立人が所持する年金手帳の記載により、

20 歳になった 44 年＊月＊日にさかのぼって国民年金の被保険者資格を強

制で取得したことが確認できる。 

また、氏名検索及び申立期間に係る個人別国民年金手帳記号番号払出簿

の縦覧調査の結果、申立人の氏名は無く、別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が国民年金の加入手続を行った昭和 51 年９月の時点で、

申立期間の過半は、時効により国民年金保険料を納付することはできない。 

   加えて、申立人の加入手続及び保険料納付を行ったとする申立人の両親

は既に他界し、申立期間の保険料の納付状況について証言を得ることはで

きない上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを示

す事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付しているものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1816 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 43 年３月から同年８月までの期間及び同年 12 月から 45

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年３月から同年８月まで 

         ② 昭和 43 年 12 月から 45 年６月まで 

    私は、昭和 47 年に結婚するときに、父から国民年金保険料は払ってお

いたから、結婚後は嫁ぎ先で払ってもらいなさいと言われたことを覚え

ている。当時、同居していた兄も一緒に納付していたことを話しており、

申立期間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の直近の任意加入者の加入時期から、申

立人の加入手続は昭和 46 年 11 月ごろに行われたと推認でき、Ａ郡Ｂ村（現

在は、Ｃ市）が保管する国民年金被保険者名簿により、20 歳になった 43

年＊月＊日にさかのぼって国民年金の被保険者資格を強制で取得したこと

が確認でき、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

また、社会保険庁のオンライン記録により、申立期間①及び②の間の厚

生年金保険加入期間は、平成 20 年１月 28 日に追加された記録であること

が確認でき、それまでの間、両申立期間は一連の未納期間であったところ、

申立人が加入手続を行った昭和 46 年 11 月の時点で、申立期間のうち、44

年９月以前は時効により国民年金保険料を納付することはできない。 

   さらに、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の父

は、既に他界し保険料の納付状況について証言を得ることはできない上、

申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1817 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年９月から 54年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 17 年生 

    住    所 ：   

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年９月から 54 年３月まで 

    私は、会社退職後に役場で手続をし、国民年金保険料を納付書で毎月

きちんと納付していたはずであり、申立期間が未納となっているのは、

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の加入時期及び国民

年金手帳記号番号払出簿から、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは、

昭和 51 年７月ごろと推認でき、申立人が所持する年金手帳の記載により、

48 年９月１日にさかのぼって国民年金の被保険者資格を強制で取得した

ことが確認できる。 

また、氏名検索及び申立期間に係る個人別国民年金手帳記号番号払出簿

の縦覧調査の結果、申立人の氏名は無く、別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情は見当たらず、申立人が国民年金の加入手

続を行った昭和 51 年７月の時点で、申立期間のうち、49 年３月以前は、

時効により国民年金保険料を納付することはできない。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料を納付書で納付したと主張してい

るが、Ａ郡Ｂ町（現在は、Ｃ市）では、納付書方式に切り替わったのは昭

和 61 年ごろからで、申立期間当時は集金人により保険料を徴収していたこ

とを確認済みであり、申立人の居住地で保険料の徴収を行っていた婦人会

の記録でも、申立期間のうち 48 年９月から 52 年３月までは未納と記載さ

れている（52 年４月から 54 年３月までについては記載が無く、54 年４月

から 55 年３月までは納付と記載されている。）。 

   加えて、申立人は、申立期間以外にも未納、未加入期間が散見される上、



申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付しているものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1818（事案 954 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 45年２月から 54年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月から 54 年６月まで 

    当初の判断後、私が国民年金に加入しようとしていたことを証言して

くれる友人が見付かったので、話を聴いて、納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、国民年金手帳記号番号の払出日から

申立期間の国民年金保険料を納付し得ないこと、申立内容に不自然な点が

見られることから、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年１月７日付けで

年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

申立人は、二人の友人が申立人の国民年金の加入について申述してくれ

るとし、申立期間の保険料を納付していたと主張するが、友人二人の申述

からは、申立人の主張どおりの時期に国民年金の加入手続をしたことがう

かがえず、申立人が提出した書面にも、当初の判断を変更すべき新たな事

実が認められない。 

また、申立人が申立期間の一部について、一緒に保険料を納付していた

と主張するその夫の国民年金保険料収納記録も、当該期間が未納となって

いる。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらな

いことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



千葉厚生年金 事案 1295（事案 100 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年３月から 35 年９月まで 

     Ａ社に勤めていた当時の同僚の名前を思い出したので、再調査願いた

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、社会保険事務所が保管するＡ社の厚

生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名及び欠番が無いこと、当該事業所

は既に解散していて、資料等も残されていないことから、既に当委員会の

決定に基づき平成 20 年７月２日付けで年金記録の訂正は必要ないとする

通知が行われている。 

申立人は、当該事業所に勤務していた当時の同僚６名の姓を挙げている

が、このうちの５名については、社会保険事務所が保管する当該事業所の

被保険者名簿の中に該当する者が確認できず、残る１名については該当す

る姓の者が確認できるものの、既に亡くなっているため、当時の事情を確

認できない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



千葉厚生年金 事案 1296 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年８月１日から 33 年 10 月１日まで 

    私は、申立期間の脱退手当金を受け取った覚えが無いので、当該記録

を訂正してもらいたい。    

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の厚生年金保険被保険者記号番号払出簿の申立人の生年月日は、

事業所を退職した後の昭和 34 年１月 23 日に大正 15 年＊月＊日から同年

＊月＊日に訂正されており、申立期間の脱退手当金は昭和 34 年１月 30 日

に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて生年

月日の訂正が行われたと考えるのが自然である。  

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りが無く、被保険

者台帳には脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省

（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ昭和 33 年 11 月 24 日に回答した

ことが記録されており、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約４か月後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



千葉厚生年金 事案 1297 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年４月１日から同年 11 月１日まで 

    昭和 22 年４月から同年 10 月までの期間は、Ａ社に勤務していたので、

年金記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、事業所が保存する人事記録から、申立人がＡ社に

在籍していたことが認められる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の厚生年金保険被

保険者名簿の昭和 22 年４月から同年７月（同年は８月以降の資格取得者

はいない。）までの資格取得者に申立人の氏名の記載が無い。 

また、申立人はＡ社から分社されたＢ社（昭和 22 年７月設立）に 22 年

12 月に移籍したと述べているところ、同社が厚生年金保険の新規適用事

業所となった 23 年１月６日と同日付けで申立人は厚生年金保険の被保険

者資格を取得し、その際、新規に厚生年金保険被保険者記号番号が払い出

されていることが確認できる。 

さらに、申立人の厚生年金保険の適用、厚生年金保険料の控除の状況に

ついて、事業主に照会したものの、申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の被保険者資格取得届確認通知書、賃金台帳等の保存が無いため、事業主

が申立期間について申立てどおりの厚生年金保険の被保険者資格取得届等

を行ったこと、及び申立人の給与から保険料を控除していたことについて、

これらを確認できる関連資料及び証言を得ることはできなかった。 

加えて、申立人が申立期間において、事業主により厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等が無く、申立人が氏名を記憶

していた同僚に事情を聴取したところ、申立人の在籍は記憶していたもの



の、申立期間の厚生年金保険の加入手続及び保険料の控除等について証言

を得ることはできなかった。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月１日から 53 年 10 月２日まで 

私は、Ａ社を設立した昭和 47 年７月に厚生年金保険制度に加入し、

その後、厚生年金保険料をしっかり納めてきたのは間違いないので、記

録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の設立は、履歴事項全部証明書から、昭和 47 年７月１日であるこ

とは確認できる。  

しかしながら、社会保険事務所が保管する事業所別被保険者名簿では、

同事業所は、昭和 53 年 10 月２日に厚生年金保険の新規適用事業所とされ

ており、申立人夫婦及び二人の同僚の資格取得日も同日と記録されている。 

また、申立期間当時、申立人は同社の代表取締役であり、妻は社会保険

の手続や経理関係を担当していた取締役であったことから、その事実を知

り得る立場にあったものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間において、事業主により厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等の関連資料及び周辺事情は無

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



千葉厚生年金 事案 1299 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年２月１日から同年４月１日まで 

    私は、父の家業を継ぐために昭和 31 年３月から１年間、Ａ社に勤務

したので、昭和 32 年２月及び同年３月について厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の申立期間当時の取締役は、「当時の人事記録等の資料が無く、確

認できない。」と供述しており、同僚のうち４名は、「申立人が申立当時

勤務していたかどうか覚えていない。私の厚生年金保険の記録に誤りは無

い。」と回答しており、他の１名は、申立人と厚生年金保険の資格喪失日

が同じであるが、申立人の記憶が無く、申立人の勤務実態について、確認

できる関連資料及び証言を得ることはできなかった。 

   また、Ａ社は、昭和 46 年７月 26 日に適用事業所でなくなり、事業主も

既に他界しており、申立人の勤務実態について、確認できる関連資料は無

い。  

   さらに、申立人が申立期間において、事業主により厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



千葉厚生年金 事案 1300 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 12 月４日から 45 年９月 13 日まで 

    私は、昭和 42 年 12 月から 45 年９月までＡ社で仕事をしていた。そ

れ以前に勤めていた２社の脱退手当金は受領しているが、Ａ社の脱退手

当金はもらっていない。Ａ社を含めた３社の脱退手当金が支給済みであ

るとする社会保険事務所の回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、Ａ社より前に勤めた２社については脱退手当金を受給したと

主張しているが、申立人の脱退手当金の支給記録は、Ａ社を退職後に、そ

れ以前に勤めていた２社の分と合わせて支給されており、申立人の主張は

不自然である。   

   また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱

退手当金が支給されたことを示す「脱」の表示が確認できる上、当該脱退

手当金は、同一の被保険者記号番号で管理されている申立期間とそれ以前

の期間を基礎として支給されており、支給額に計算上の誤りは無いほか、

申立人が所持する昭和 48 年８月５日に再交付された厚生年金保険被保険

者証に「脱退手当金支給済」の押印があるなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1301 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 18 日から 44 年 11 月 16 日まで 

平成 20 年４月に夫の年金の受給手続に行った際、自分の年金も調べ

てもらい、申立期間について脱退手当金が支給されていることになって

いることを初めて知った。申立期間は、Ａ社Ｂ事業所に勤務していたが、

当時は国民年金や厚生年金保険という制度そのものをよく知っておらず、

脱退手当金は受け取った覚えが無いので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が勤務していたＡ社Ｂ事業所の厚生年金保険被保険者名簿の申立

人が記載されているページとその前後４ページに記載されている女性被保

険者のうち、申立人の厚生年金保険の資格喪失日である昭和 44 年 11 月

16 日の前後約３年以内に資格喪失し、脱退手当金を受給している 13 人の

脱退手当金の支給記録を確認したところ、10 人について資格喪失日から

５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、事

業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記されているとともに、申立期間に係る厚生年金保険の資格喪失

日から約４か月後の昭和 45 年３月 12 日に支給決定されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1302 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年７月１日から 57 年２月１日まで

の期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年３月１日から 60 年７月１

日までの期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年７月１日から 57 年２月１日まで 

         ② 昭和 58 年３月１日から 60 年７月１日まで 

    私は、昭和 52 年６月にＡ社へ入社してＢ（職種）の仕事をしており、

57 年６月に退職するまで継続して勤務していた記憶がある。申立期間

①における加入記録が無いとする社会保険事務所の回答に納得できない。 

    また、昭和 57 年７月に入社したＣ社では、申立期間②において標準

報酬月額が不自然に下がっているが、給与が変わった記憶は無く、納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、雇用保険の記録により、申立人がＡ社を昭和

55 年６月 30 日に離職し、57 年２月１日に再度資格取得していることが

確認でき、厚生年金保険の記録と符合する。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の申立期間において申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に

欠番もない上、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料



を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間②については、社会保険事務所が保管するＣ社の被保険者名

簿により、当該期間の標準報酬月額について、訂正、取消等の不自然な

処理が行われた形跡は見当たらない上、申立人と一緒にＣ社に出向した

元同僚についても同様に、昭和 58 年３月及び同年 10 月に標準報酬月額

が下がっていることが確認できる。   

また、Ｃ社で経理及び社会保険手続を担当していた元同僚は、「申立

人は、出向先と出向元の両事業所から給与を得て、自ら確定申告を行っ

ていた。ある時期から標準報酬月額が引き下げられているのは、資格取

得時決定で高めに届け出られた標準報酬月額について、実態に基づき月

額変更届で修正したものと思う。Ｃ社は社会保険料の滞納も無く、届出

は適切に行っていた。」と供述している。  

このほか、申立期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②において、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



千葉厚生年金 事案 1303 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月１日から 35 年３月１日まで 

    私は、昭和 34 年２月にそれまで勤務していた会社を退職後、同年３

月にＡ事業所に入社し、同社が倒産する 35 年春まで勤めた。私は当時、

社長に厚生年金保険への加入をお願いして厚生年金保険料を引かれてい

たことを記憶しており、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の証言により、申立人が申立期間においてＡ事業所で勤務してい

たことは推認できる。  

しかし、当該元同僚は「私は、当該事業所においてはアルバイトのよう

なもので、厚生年金保険料は引かれていなかったし、厚生年金保険には加

入していなかった。申立人も同じだと思う。」と供述していることから、

当該事業所では、必ずしもすべての従業員を厚生年金保険に加入させてい

なかったことがうかがえる。  

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の申立期間において申立人の氏名は無く、健康保険整理番号の

欠番も無い。 

さらに、当該事業所は、昭和 35 年２月 29 日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっており、当時の関係資料の所在が不明であることから、申立

期間の勤務実態は不明である上、申立人の申立期間における厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、申立人は、自分の生年月日が昭和９年＊月となっている書類を見

たことがあり、事業主が誤って届け出たのではないかと主張しているとこ

ろ、当該事業所の被保険者名簿には、申立人と同姓の９年＊月生まれの者



が確認できるが、元同僚は、その同姓の９年＊月生まれの者と申立人の両

者を知っており、別人であると証言している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



千葉厚生年金 事案 1304 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年３月 21 日から同年８月 22 日まで 

         ② 昭和 33年３月 20日から 35年８月 26日まで  

         ③ 昭和 35年８月 26日から同年 12月 30日まで  

         ④ 昭和 36 年１月５日から 38 年３月１日まで 

         ⑤ 昭和 38 年４月１日から 40 年９月６日まで 

年金の受給額が友人と比べると少ないので納得できず、社会保険事務

所で調べたところ、脱退手当金が支給されていることを知った。私は、

Ａ社以前に勤務していた会社では、すべて社会保険関係の仕事に従事し、

脱退手当金についてはよく理解しており、私自身は請求していないし、

受け取ってもいない。調査の上、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必

要となる標準報酬月額等を社会保険庁から当該脱退手当金を裁定した社会

保険事務所へ回答したことが記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は、支給されるまでのすべての事業所の厚生年金保険被保険者期間を基

礎として計算され、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年４月１日から 15 年３月 31 日まで 

私の平成 13 年４月１日から 15 年３月 31 日までの標準報酬月額が９

万 8,000 円に引き下げられているが、Ａ社における当時の給与は 50 万

円だったので、調査の上その記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ社は、平成 15 年３月 31 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているが、社会保険事務所のオンライン記録により、その翌月

の同年４月 17 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、13 年４月から

15 年２月までの期間について 50 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正さ

れていることが確認できる。  

しかし、申立人は、Ａ社の履歴事項全部証明書により、記録の訂正が行

われた期間において代表取締役であった上、厚生年金保険料の滞納があっ

たので総務担当の取締役と共に滞納していた保険料の納付について社会保

険事務所の職員と協議していることが社会保険事務所で保管している滞納

処分票に記載されており、代表取締役であった申立人が当該標準報酬月額

の遡及訂正処理に関与していなかったとは認め難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、代表取締役である申立人が自らの

標準報酬月額に関与しながら、当該処理が有効なものでないと主張するこ

とは、信義則上許されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録の

訂正を認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1306（事案 388 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年６月から同年 11 月まで 

         ② 昭和 29 年２月から同年 11 月まで 

当初の判断では、私の弟の厚生年金保険加入記録も無かったことが理

由とされているが、弟と自分とでは職歴も立場も異にしており、弟の厚

生年金保険加入記録が無いことは、理由とならないと思う。 

その旨を記した書面を提出するので、申立てを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、社会保険事務所が保管する当該事業

所の厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は見当たらないこと、申立

人の弟に係る当該事業所における厚生年金保険加入記録も無いことから、

既に当委員会の決定に基づき平成 21 年２月４日付けで年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、長年勤務してきた申立人と一従業員に過ぎないその弟とでは、

立場が異なる旨を記した書面を提出し、厚生年金保険料が事業主により給

与から控除されていたと主張しているが、事業所における役職の違いが雇

用形態の違いであることの理由とはならない上、同僚の供述からも、申立

人の弟の雇用形態が非常勤又は短時間労働等であったことはうかがえない。 

また、申立期間は同一事業所における二つの期間であるが、口頭意見陳

述において、申立人は、申立期間①の状況について、「給与としてではな

く、叔父から小遣いを渡されていた。」、申立期間②の状況について、

「１台につきいくらという形で（報酬を）もらっていた。」と供述してお

り、申立人と当該事業所との関係は、雇用されていた他の従業員とは異な

るものであったと推認される。 



そのほかに、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たら

ないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



千葉厚生年金 事案 1307 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 10 月１日から５年 12 月 10 日まで 

私は、経営していた会社が倒産したとき、滞納していた社会保険料を

まとめて支払ったはずである。標準報酬月額の訂正という話は、全く聞

いておらず、さかのぼって標準報酬月額が訂正されたのは、納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成５年 12 月 10 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているが、社会保険庁のオンライン記録により、その３日後の

同年 12 月 13 日付けで申立人の標準報酬月額の記録が４年 10 月から５年

11 月までの期間について 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されているこ

とが確認できる。 

   しかし、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、申立人は、代表取締役であった

ことが確認できる。  

   また、申立人は、会社の代表者印は自分が管理していたと供述しており、

社会保険事務所では、「標準報酬月額の遡及訂正を行う場合、必ず会社の

代表者印が押印された届書が必要である。」と回答していることから、代

表取締役である申立人が当該遡及訂正処理に関与していなかったとは認め

難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、代表取締役である申立人が自らの

標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、その処理が有効なものでないと

主張することは、信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。  



千葉厚生年金 事案 1308 

   

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24 年４月１日から 24 年６月１日まで 

         ② 昭和 24 年 12 月２日から 26 年７月１日まで 

    私は、昭和 24 年４月から 26 年７月まで、Ａ市Ｂ駅付近にあったＣ事

業所にＤ（職種）として勤務していたが、社会保険庁の記録では、24

年６月１日から同年 12 月２日までの記録となっており、その前後の勤

務期間の年金記録に欠落があるので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言により、申立人は、Ａ市Ｂ駅の付近にあったＣ事業

所に勤務していたことは認められるが、申立期間において勤務していたこ

とまでの証言を得ることはできなかった。 

また、社会保険事務所が管理するＣ事業所の被保険者名簿には、申立期

間に申立人の氏名は無い上、Ｅ事業所（Ｃ事業所の記録を引き継いだ機

関）が管理するＦ（人事記録名）にも、申立期間に申立人の氏名は無い。  

さらに、従業員の管理について関係者に聴取しても、申立期間当時の勤

務実態は不明である上、複数の元同僚に聴取しても、申立人の勤務実態に

ついて証言を得ることができず、ほかに申立人の申立期間における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1309 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

      氏    名 ： 男 

      基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和４年生 

      住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

      申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年６月 19 日から同年８月 31 日まで 

           ② 昭和 60 年９月８日から 63 年７月２日まで 

③ 昭和 63 年８月 22 日から平成元年１月 11 日まで 

           ④ 平成元年１月 10 日から同年４月６日まで 

           ⑤ 平成元年４月６日から同年４月 15 日まで 

           ⑥ 平成元年４月 16 日から同年４月 30 日まで 

           ⑦ 平成元年５月 15 日から２年９月 12 日まで 

私は、船員手帳に記載のとおり、申立期間①はＡ社所有のＢ（船舶

名）、申立期間②及び③はＣ（氏名）所有のＤ（船舶名）、申立期間④

及び⑥はＥ（氏名）所有のＦ（船舶名）、申立期間⑤はＧ社所有のＨ

（船舶名）、申立期間⑦はＩ社所有のＪ（船舶名）に、それぞれ船員と

して勤務していたが、いずれも船員保険の被保険者期間となっていない

ので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した船員手帳の写しにより、申立人は、申立期間に係る各

船に船員として勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管する申立期間①、③、④、⑥及び⑦に係

る船舶の被保険者名簿には、それぞれの申立期間において、申立人の氏名

は無く、被保険者証の番号に欠番は無い。  

また、申立期間②のＤ（船舶名）は、昭和 63 年８月１日に船員保険の

新規適用となっており、申立期間②当時は船員保険の適用となっておらず、

申立期間⑤のＧ社は、船舶所有者として登録が確認できない。 

さらに、申立期間①及び⑦に係る当時の事業主は既に他界しており、申



立期間②、③、④及び⑥の当時の事業主は、所在が確認できないことから、

それぞれの申立期間当時の勤務実態は不明である上、ほかに申立人の申立

期間における船員保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険の被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1310 

   

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年７月から 30 年９月まで 

    私は、Ａ事業所でＢ（職種）として勤務していたが、勤務期間のうち、

昭和 26 年７月から 30 年９月までの期間が厚生年金保険の被保険者期間

となっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する身分証明書、写真等により、申立人は、申立期間にお

いてＡ事業所に勤務していたことは推認できる。   

しかし、申立人は、Ｂ（職種）として勤務したと主張しているところ、

厚生省保険局長通知「連合国軍要員のうち非軍事的業務に使用されるに至

った者の被保険者資格について」（昭和 26 年７月３日保発第 51 号）によ

り、Ｂ（職種）は、昭和 26 年７月１日から厚生年金保険の強制被保険者

にならない旨通知されており、申立人は、当該通知を受けて厚生年金保険

の被保険者資格を喪失したものと考えられる。 

また、Ｄ（機関名）が管理する労務管理関連名簿には、申立期間におい

て申立人の氏名は無く、ほかに申立人に係る厚生年金保険料の控除をうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


